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改正『耐震改修促進法』
への対応は？

質問

て
い
る
と
思
う
が
、
い
か
が

だ
ろ
う
。

答

補
助
や
融
資
は
各
自
治

体
の
負
担
が
大
き
く
な
る
。

段
階
的
に
慎
重
に
進
み
た
い
。

問

す
で
に
、
県
へ
の
要

望
・
相
談
な
ど
を
進
め
て
い

る
べ
き
と
感
じ
て
い
る
が
、

ち
な
み
に
今
年
、
職
員
を
含

む
関
係
者
と
真
剣
に
話
し

合
っ
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。

答

深
い
話
は
し
て
い
な
い
。

旅
館
組
合
に
は
頑
張
っ
て
も

ら
わ
ん
と
困
る
と
、
ハ
ッ
パ

を
か
け
た
。
真
剣
に
取
り
組

み
た
い
。

問

県
と
の
相
談
に
際
し
、

１
０
０
０
平
方
㍍
以
上
の
特

定
建
築
物
に
つ
い
て
の
要
望

も
し
て
欲
し
い
。

答

国
と
県
と
旅
館
ホ
テ
ル
、

連
携
し
て
役
に
立
ち
た
い
。

理
解
に
努
め
、
１
０
０
０
平

方
㍍
以
上
の
特
定
建
築
物
も

含
め
て
考
え
る
。

問

大
津
市
は
耐
震
診
断
の

み
補
助
で
、
費
用
の
２
／
３

以
内
、
２
０
０
万
円
を
限
度

と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

我
が
町
は
ど
の
よ
う
な
水

準
の
補
助
制
度
を
考
え
て
い

が
い
な
い
。
耐
震
化
へ
の
相

談
・
指
導
と
自
治
体
に
よ
る

公
表
は
、
ど
う
な
る
。

答

民
間
建
築
物
の
実
態
は

把
握
で
き
て
い
な
い
。
把
握

に
努
め
た
い
。

　

建
築
主
事
は
人
口
２５
万
人

以
上
の
自
治
体
に
。
相
談
・

指
導
は
町
が
窓
口
、
公
表
も

町
が
行
う
。

問

わ
が
町
は
新
潟
県
の
観

光
人
込
み
数
の
約
半
分
を
担

う
、
多
く
の
宿
泊
施
設
を
抱

え
る
自
治
体
。

問

わ
が
町
の
耐
震
改
修
促

進
計
画
（
平
成
18
年
～
2７
年

度
末
）、
現
在
耐
震
化
目
標

の
達
成
度
合
い
は
。

　

湯
沢
町
に
は『
建
築
主
事
』

　

あ
と
２
年
半
、
し
か
も
冬

が
３
度
。
切
羽
詰
ま
っ
て
る

と
思
う
が
。

答

関
係
者
に
は
伝
え
て
い

る
が
浸
透
し
な
い
。
重
大
な

問
題
な
の
で
、
喚
起
し
て
行

き
た
い
。

問

少
し
規
模
の
小
さ
な
特

定
建
築
物
も
、
や
は
り
耐
震

化
を
問
わ
れ
、
予
約
に
際
し

て
の
確
認
項
目
と
な
る
で

し
ょ
う
。

　

耐
震
化
に
は
、
数
千
万
円

か
ら
数
億
円
の
資
金
が
必
要

と
な
る
。

　

観
光
の
町
と
し
て
、
先
進

的
な
思
い
切
っ
た
補
助
制

度
・
融
資
制
度
が
求
め
ら
れ

る
か
。

答

町
も
出
来
る
範
囲
の
中

で
対
応
し
た
い
。
関
係
者
に

自
覚
を
し
て
も
ら
い
た
い
し
、

県
に
も
相
談
し
早
く
対
応
し

た
い
。

問

和
歌
山
県
で
は
、
1０
月

か
ら
補
助
事
業
を
立
ち
上
げ
、

耐
震
診
断
設
計
・
改
修
工
事

に
、
県
が
１
／
３
を
補
助
す

る
計
画
と
の
こ
と
。

　

雪
の
降
る
湯
沢
町
、
素
早

い
対
応
が
必
要
。
県
へ
相
談

す
る
に
も
、
わ
が
町
の
覚
悟

は
ど
う
な
の
か
。

答

新
潟
県
も
観
光
に
力
を

入
れ
て
い
る
。
感
じ
て
も

ら
っ
て
、
い
い
方
向
に
進
み

た
い
。三

期
目
に
臨
む
に

あ
た
っ
て

質問
問

三
期
目
に
臨
む
姿
執
、

ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
、
何

に
ど
う
取
組
も
う
と
さ
れ
る

の
か
。

答

正
式
な
立
候
補
前
、
こ

こ
で
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い

た
だ
く
。

改正『耐震改修促進法』
11月施行

　昭和56年以前の旧基準の全ての建物
が対象となり、また不特定多数が出入り
する5,000㎡以上、3階建て以上の大規
模施設（特定建築物）に対して、平成
27年度末までの耐震診断の義務化と、
診断結果の自治体による公表が決まりま
した。
　これにより、我が町にある大型の宿泊
施設は、およそ約2年半の間に、耐震診
断と改修工事が必要になります。しかも
冬が3度。
　となると、同じ特定建築物の、3階以
上で1,000㎡以上の、我が町の旅館・ホ
テル・民宿・集合住宅にも耐震化する

『努力義務』がありますので、耐震診断
を受けたか否か、耐震改修済みか否かを
平成27年度末以降、問われることにな
ります。

観
光
の
町
、
対
応
を
急
げ

質問
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一般質問


